
※インターネットに接続されたパソコンとメールアドレスが必要です。

〇本システムにまだ登録をしていないチームは「新規登録」を行います。

STEP1 STEP1 昨年度に登録していたチームは「継続加入申請」から継続の

チーム登録 チーム継続加入申請 手続きが可能です。

STEP2 チーム責任者が個人登録者を一括登録します。 STEP2 昨年に続き今年度も同じチームに所属するメンバーは

個人登録 個人登録者継続加入申請 「昨年度所属個人登録者の継続手続き」にて手続きが可能です。

※メンバーの新規追加登録がある場合はガイドトップページ掲載の

STEP3 STEP3
ライセンス等の登録 形審査員のライセンスの有資格者を選択し一括登録します。 ライセンス等の継続申請 形審査員のライセンスの有資格者を選択し一括登録します。

有資格者は毎年度資格登録してください。 有資格者は毎年度資格登録してください。

団体要件指導者は必ず資格登録してください。 団体要件指導者は必ず資格登録してください。

全日本柔道連盟から承認します。 全日本柔道連盟から自動承認をします。

大阪府柔道連盟から承認します。 大阪府柔道連盟から承認をします。

※ライセンス講習会・更新講習会を受講していないなどで継続不可の場合

は申請が出来ません。申請しても承認されません。

STEP4 全て承認されれば登録のメールアドレスへ連絡があります。 STEP4 全て承認されれば登録のメールアドレスへ連絡があります。

請求書出力・支払 承認後請求書を出力し、コンビニ等で支払いします。 請求書出力・支払 承認後請求書を出力し、コンビニ等で支払いします。

＜全日本柔道連盟会員登録システムの流れについて＞

全日本柔道連盟会員登録システム Judo-Member.jp の「Judo Member登録ガイド」の「チーム責任者向け登録ガイド」を確認し手続きをしてださい。

※下記にはチーム責任者の登録手順についての流れを示しています。

〇前年度より継続更新のチームが行います。
全日本柔道連盟会員登録システムチーム新規登録手順を参照 全日本柔道連盟会員登録システムチーム継続登録手順を参照

※新規チーム登録の際には、大阪府柔道連盟の傘下の地区・職域柔道連盟に加入して頂きます。

（このホームページの地区は「大阪市北地区柔道連盟」です。）

チーム登録時に、チーム責任者・団体要件指導者(公認指導者)を登録します
。チーム責任者を決めないとチーム登録出来ません。

（新規メンバーはIDを取得してください。）

※昨年度登録者のデーターが出るので継続者の確認(区分・段位など)

「チーム責任者向け登録ガイド」【STEP２個人登録】を参照ください。

チーム責任者STEP２で個人登録した中から指導者、審判員 チーム責任者STEP２で個人登録した中から指導者、審判員

　指導者、審判ライセンスS・A及び形審査員を参照します。 　継続可能な全指導者資格、審判ライセンスS・A及び形審査員を参照します。

　チーム(チーム責任者・団体要件指導者)を承認します。 　継続可能チーム(チーム責任者・団体要件指導者)の承認をします。

　個人資格(指導者、審判ライセンスB・C  )承認します。 　継続可能個人資格(指導者、審判ライセンスBC  )の承認をします。

支払後約2時間で登録完了通知がメールが届きます。 支払後約2時間で登録完了通知がメールが届きます。

（請求書出力後の有効期限は14日以内） （請求書出力後の有効期限は14日以内）



補足 登録完了通知後 補足
登録要件、登録証出力 承認依頼操作、登録証出力 誤申請者は承認前であれば、チームで取り消し可です。承認後で未払いの

申請取り消し

登録完了通知後　チーム責任者は個人のPDF登録証を印刷出来ます。

チーム責任者は個人のPDF登録証を印刷出来ます。

CSVアップロード登録、申請取消 場合は、府柔連へ取り消しを依頼するか退部処理を行います。支払い済の

場合は、退部処理しか出来ませんが登録費は変換出来ません。ただし、府

下の団体へ移る場合は、全柔連・府柔連の再登録費は不用です。
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